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◆１－お互いを尊重し合えるまちづくり 
◇１－権利擁護  

 

１ 権利擁護の推進 
 
【施策の展開】   ① 地域生活における権利擁護制度の普及 
                      判断能力が不十分な障がい者の権利と財産に関する自己選択・自己決定を保障する成 

年後見制度や日常生活自立支援事業についての周知を図り、障がい者本人やその家族の 

利用を促進します。 

               ② 市民相談の充実 
                  毎月開催されている人権擁護委員、行政相談委員による「困りごと相談」や弁護士に 

                   よる「無料法律相談」など各種市民相談業務を周知し、日常生活における困りごと等の 
                     相談しやすい環境づくりを推進します。 

 

 ◆  令 和 ４ 年 度 に 講 じ た 施 策  ◆           

 
 
１．地域生活にお  ○高齢や障がいのため、日常生活における判断能力に不安を感じる方への制度と 
  ける権利擁護   して「日常生活自立支援事業」について、社会福祉協議会のホームページで情 
  制度の普及    報提供を行いました。 

                                        （社会福祉課） 
 

  ○成年後見制度利用支援事業 
          （目的）民法で定める後見、保佐及び補助に係る制度について、判断能力が十 

分でない高齢者、知的障がい者及び精神障がい者の生活の自立の援助と 
                    福祉の増進のために、老人福祉法、知的障害者福祉法並びに精神保健及 
                    び精神障害者福祉に関する法律に基づき、市長による後見等の開始の審 
                    判の申立てを行います。 
                           また、平成24年４月１日より、審判請求に要した費用及び後見人の報 

酬に要する費用を助成する制度を創設しました。 
                 （対象）「市長申立て」 

判断能力が十分でない高齢者、知的障がい者及び精神障がい者で、該 
                      当者に開始審判の請求をする４親等以内の親族がいない方（平成18年６ 

月から実施) 
  「報酬助成」 
 活用できる資産及び貯蓄が乏しく助成を受けなければ成年後見制度の 
利用が困難な状況にあると認められる方、生活保護法による被保護者、 
当該費用を負担することで生活保護法に定める要保護者となる方 

 

 

 

 

（高齢福祉課・社会福祉課） 

 

 

 

 

 

 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

成年後見制度

利用人数(人) 
2 4 3 2 

 

① ・② 基本目標 

     第３期伊達市障がい者計画における基本目標を示しています。 
 
  ③ 施策の内容 

     各基本目標毎に、今後特に主眼をおいて取り組むべき施策を示しています。 
 
  ④ 施策の展開 

     施策に実現に当たり具体的な事業を示しています。 
 
  ⑤ 令和４年度に講じた施策 

     令和４年度に実施した事業についての報告及び関連するデータを掲載しています。 

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 
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◆１－お互いを尊重し合えるまちづくり 
◇１－権利擁護 

 
１ 権利擁護の推進 
 
【施策の展開】  ① 地域生活における権利擁護制度の普及 

判断能力が不十分な障がい者の権利と財産に関する自己選択・自己決定を保障する成 

年後見制度や日常生活自立支援事業についての周知を図り、障がい者本人やその家族の 

利用を促進します。                  

② 市民相談の充実 

毎月開催されている人権擁護委員、行政相談委員による「困りごと相談」や弁護士に 

よる「無料法律相談」など各種市民相談業務を周知し、日常生活における困りごと等の 

相談しやすい環境づくりを推進します｡         
 
 ◆  令 和 ４ 年 度 に 講 じ た 施 策  ◆           
  

１．地域生活にお  ○高齢や障がいのため、日常生活における判断能力に不安を感じる方への制度と 

  ける権利擁護   して「日常生活自立支援事業」について、社会福祉協議会のホームページで情 

制度の普及   報提供を行いました。 

                                   （社会福祉課） 

 

  ○成年後見制度利用支援事業 

          （目的）民法で定める後見、保佐及び補助に係る制度について、判断能力が 

十分でない高齢者、知的障がい者及び精神障がい者の生活の自立の援助 

と福祉の増進のために、老人福祉法、知的障害者福祉法並びに精神保健 

及び精神障害者福祉に関する法律に基づき、市長による後見等の開始の 

審判の申立てを行います。 

また、平成24年４月１日より、審判請求に要した費用及び後見人の報 

酬に要する費用を助成する制度を創設しました。 

                 （対象）「市長申立て」 

判断能力が十分でない高齢者、知的障がい者及び精神障がい者で、該 

当者に開始審判の請求をする４親等以内の親族がいない方（平成18年６ 

月から実施） 

「報酬助成」 

活用できる資産及び貯蓄が乏しく助成を受けなければ成年後見制度の 

利用が困難な状況にあると認められる者、生活保護法による被保護者、 

当該費用を負担することで生活保護法に定める要保護者となる方 
 

 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

成年後見制度 
利用人数(人) 2 4 3 2 

                  （高齢福祉課・社会福祉課） 

 

２．市民相談の充  ○ 各種市民相談は開催日時を市広報紙に毎月掲載し、周知を図っています。 

実      （目的）市民の日常生活の困りごと等の相談に対応するため、市民相談、困りご

と相談、弁護士無料法律相談を開設しています。 

（対象）市民 
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◆１－お互いを尊重し合えるまちづくり 
◇１－権利擁護 

 
 ＜相談件数＞ 

相談区分（件） 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

市民相談 252 237 293 262 

困りごと相談 13 10 8 6 

弁護士無料法律相談 56 41 52 41 

計 321 288 353 309 

 

    （市民課） 

 

 
２ 虐待や差別の解消 
 
【施策の展開】     ① 虐待の防止 

障がい者に対する虐待の防止や早期発見、その対応を迅速に図り、適切な支援を行う 

            よう、市が設置する障がい者虐待防止センターを拠点に関係機関等との連携・協力を図 

            ります。 

           ② 障がいを理由とする差別解消の推進 

             障害者差別解消法に定める不当な差別的取り扱いの禁止及び合理的配慮の提供の趣旨 

            に基づき、障がいを理由とする差別の解消について、市民への理解と関心を深めるため 

            周知・啓発を行います。 
 
 
 ◆  令 和 ４ 年 度 に 講 じ た 施 策  ◆           
 
１．虐待の防止   ○平成24年から、障がい者虐待防止センター（機能）を設置し、「伊達市障がい

          者虐待対応マニュアル」に基づき対応しています。 

  ・実施機関：伊達市（直営） 

     ・受付窓口：健康福祉部社会福祉課障がい者福祉係 

・受付日時：365日24時間対応（休日、夜間は市当直員が通報の一次対応） 

 
 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

虐待(疑)の通報（届出）件数 7 8 9 5 

虐待が認められた件数 1 0 0 0 

虐待が認められなかった件数 6 8 9 5 

（社会福祉課） 

２．障がいを理由 ○広報だて8月号に「障害者差別解消法」に関する記事を掲載しました。 

   とする差別解   

消の推進    

 

               （社会福祉課）  
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◆１－お互いを尊重し合えるまちづくり 
◇２－啓発・広報 

 
１ 啓発活動の推進 
 
【施策の展開】     ① 広報紙、ホームページ等による啓発の推進 

                       障がい者への理解を深めるため、市の広報紙やホームページ等による啓発を推進します。 

                    ② 「障害者週間」等を中心とした啓発事業の推進 

                       ノーマライゼーションの理念の普及啓発を図るため、北海道や障がい者関係団体と連携し 

た「障害者週間(毎年12月３日～９日までの１週間)」等の啓発事業を推進します。 

                   ③ 当事者団体等による市民啓発活動への支援 

障がい者への理解を深めるため、障がい者自身による障がい者の生活についての体 

験発表や、手話・点字の指導など、当事者や当事者団体による市民への働きかけや啓 

発活動などを支援するとともに、地域との交流活動等を支援します｡ 

                   ④ 事業所への啓発活動の充実 

障がい者雇用についての理解を促進するため、企業や事業所への啓発に努めるととも 

に、ジョブコーチ*による支援、トライアル雇用*など障がい者雇用に対する各種制度の 

周知を図ります｡ 

              ⑤ 相談支援の啓発・推進 

総合相談や情報提供などを行う伊達市障がい者総合相談支援センター「あい」の利用 

促進のため、市の広報紙、ホームページ等により周知啓発を図ります。 

            ⑥ ユニバーサルデザインの啓発・推進 

様々な人に配慮するユニバーサルデザイン*の考え方に基づいたまちづくりを推進し 

ます。 

⑦ バリアフリー法の啓発・推進 

バリアフリー法*等に基づき、多くの市民が利用する公共的建築物及び民間建築物につ

             いて、障がい者の利用に配慮した施設・設備となるよう指導、助言等を行い、バリア

             フリー化を推進します。 

⑧ 生涯学習に関する情報提供の充実 

様々な学習や活動への参加を促進するため、ホームページ等による情報提供の充実を 

図ります。 

⑨ 選挙制度の広報・啓発の推進 

障がい者が投票しやすい環境づくりのため、期日前投票及び郵便投票など法令に基づ 

く制度の周知、選挙制度に関する情報提供の充実を図ります。また、視覚障がい者には 

音声による選挙期間や候補者の周知などを行い、点字投票にも対応していきます｡ 
 
 ◆  令 和 ４ 年 度 に 講 じ た 施 策  ◆           
 

１．広報紙、ホー ○障がい者への理解を深めるため、市の広報紙やホームページなどによる啓発を 

ムページ等に  推進しました。 

よる啓発の推   ・広報だてに、「知っておきたい福祉の話」を５回掲載し、「手話で心をかよ 

進        わせよう」を毎月掲載しました。 

・ホームページの「社会福祉課障がい者福祉係」のページで、障がい者に関す 

る情報を随時発信しました。 

                          （総務課自治振興室・社会福祉課） 

 

２．「障害者週間」○12月３日から９日までの障害者週間について、広報紙やフェイスブックに掲載 

等を中心とし  し、市民への啓発を行いました。 

た啓発事業の                                  

推進                                   （社会福祉課） 
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◆１－お互いを尊重し合えるまちづくり 
◇２－啓発・広報 
 

３．当事者団体等 ○伊達聴力障害者協会主催の「市民手話講習会」を共催しています。 

による市民啓 

発活動への支 

援 

 

     

        

                                                                           （社会福祉課） 

 

４．事業所への啓 ○障がい者雇用に関する理解促進・啓発活動として、ハローワーク等からの情報 

発活動の充実   提供を基に制度等の周知を随時行いました。 

       ○市が実施した、障がい者雇用に関するアンケート結果をホームページに掲載し

ています。 

                                 （商工観光課・社会福祉課） 

 

５．相談支援の啓 ○伊達市障がい者総合相談支援センター「あい」について、広報紙やホームペー 

啓発・推進   ジで紹介しているほか、公共施設へのパンフレットの設置を行っています。 

また、障がい者手帳用のパンフレット等を活用して周知を図りました。 

                  （社会福祉課） 

 

６．ユニバーサル ○ホームページのウェブアクセシビリティに対する配慮 

デザインの啓   身体に障がいのある方が身体的な制約などにとらわれることなく、ホームペ 

発・推進    ージを閲覧できるよう、日本工業規格（JIS）の情報アクセシビリティに関する

規格「JIS X 8341-3：2016 高齢者・障害者等配慮設計指針－情報通信にお

ける機器、ソフトウェア及びサービス－第３部：ウェブコンテンツ」への準拠

を目指し、可能な限り本規格の示す要件に沿ったホームページの運用・制作に

努めました。 

（対象）身体障がい者全般 

（総務課自治振興室） 

 

○公共的施設の建設計画段階で、ユニバーサルデザインの考え方を取り入れた 

        施設として検討することにしています。   

 

        

                      （都市住宅課） 

 

７．バリアフリー ○次の表のとおり、民間建築物について指導・助言を行いました。 

  法の啓発・推 

  進 

令和元年度 宗教施設１件、グループホーム１件（合計２件） 

令和２年度 店舗１件、集会場１件（合計２件） 

令和３年度 店舗３件、店舗併用住宅１件（合計４件） 

令和４年度 事務所１件 

 

（都市住宅課） 

 

年度 開催日 参加者 

令和元年度 新型コロナウイルスにより中止 

令和２年度 新型コロナウイルスにより中止 

令和３年度 新型コロナウイルスにより中止 

令和４年度 新型コロナウイルスにより中止 
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◆１－お互いを尊重し合えるまちづくり 
◇２－啓発・広報 

 

 

８．生涯学習に関 ○「広報だて」やホームページ、フェイスブック、ポスター、チラシ等で各種学 

する情報提供  習活動の情報提供を行いました。 

の充実                                 （生涯学習課） 

 

 

９．選挙制度の広 ○重度の障がいのある方には、郵便による不在者投票制度があるので、この制 

報・啓発の推  度活用のためのＰＲを広報紙やホームページで周知を行っています。 

進       また、車いす等を使用される方が、容易に投票できる期日前投票所を利用さ 

れるよう周知を行っています。 

 

 

              （選挙管理委員会） 
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◆１－お互いを尊重し合えるまちづくり 
◇２－啓発・広報 
 
２ 地域活動の推進 
 

【施策の展開】     ① 地域支え合いシステムの推進 

                   地域で自立した生活を送るため、地域の人々と関係者の協働による支え合い活動の実 

                  施に向けた体制づくりを推進します。 

                    ② 地域活動の推進 

            地域活動や行事への参加による交流を推進します。 

                  ③ 障がい者の交流促進 

                   障がい者の交流を促進し、相互の理解や情報の交換、特技や趣味を生かした活動等を支援し 

ます。 

                  ④ 関係機関との連携 

                   障がい者への援助について、保健所や医療機関、関連施設との連携を強化して、対応の充実 

を図ります。 
 
 
 ◆  令 和 ４ 年 度 に 講 じ た 施 策  ◆          
 

１．地域支え合い ○伊達市社会福祉協議会(社協)及び伊達市民生委員児童委員協議会(民児協) が 

システムの推  連携し、各種事業を行っています。 

進             ・訪問サービス事業（社協） 

概ね65歳以上のひとり暮らしの方等を対象に、ボランティアの方が家庭を訪

問し安否確認や日常生活の相談に応じます。 

・訪問活動、ひとり暮らし高齢者会食会等（地区社協） 

・ひとり暮らしの高齢者等の見守り訪問活動（民児協） 

                  （社会福祉課・高齢福祉課） 

 

 

２．地域活動の推 ○毎年度開催している「ふれあい広場だて」と「フレンドリーサマーレク」を後 

進       援しました。 

       ＜開催実績＞ 

ふれあい広場 フレンドリーサマーレク 

令和元年７月７日 令和元年７月27日 

令和２年度：中止 令和２年度：中止 

令和３年度：中止 令和３年度：中止 

令和４年度：中止 令和４年度：中止 

                                                       （社会福祉課） 
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◆１－お互いを尊重し合えるまちづくり 
◇２－啓発・広報 

 

３．障がい者の交 ○回復者クラブ（ハッピーサークル）の主催で、三障がいとの交流事業の実施や、 

交流促進    同じ障がいのある者同士の交流を実施しています。 

＜回復者クラブ（ハッピーサークル）の状況＞ 
 

 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

回数(回) 21 15 13 19 

参加者数 

(延人数) 

125 

うち、スタッフ40 

115 

うち、スタッフ40 

115 

うち、スタッフ35 

193 

うち、スタッフ46 

                  （社会福祉課） 

 

 

４．関係機関との ○精神障がい者への援助について、より充実した支援対応を行うために、保健 

連携      所、医療機関との連携を強化しています。 

・「こころの相談」（室蘭保健所主催）の開催について、広報紙等で周知して

います。 

・相談内容に応じて保健所や医療機関を紹介し、情報共有を図っています。 

 

                  （健康推進課） 
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◆１－お互いを尊重し合えるまちづくり 
◇３－生活環境 
 
１ 住まい・まちづくりの推進 
 

【施策の展開】     ① 住宅改修費の助成 

                    重度の肢体不自由等の障がい者が在宅で安全・快適に生活するため、また介護者の負担 

                   を軽減するため、居宅の改造に必要な費用の一部を助成します。 

                  ② 緊急通報システム事業の実施 

                    ひとり暮らしの高齢者及び重度心身障がい者等の日常生活上の緊急事態に対処するた 

                   め、高齢者等緊急通報システム事業を引き続き実施します。 

                  ③ グループホーム等の整備促進 

                    障がい者の地域での自立した生活を支援するため社会福祉法人等によるグループホーム

の整備を促進します。 
 
 
 ◆  令 和 ４ 年 度 に 講 じ た 施 策  ◆           
 

１．住宅改修費の ○伊達市重度身体障がい者等住宅改修費等給付事業 

助成     （目的）在宅の重度身体障がい者（児）に住宅の改修工事費及び居宅生活動作 

補助用具の購入費を給付することにより、地域における自立を図り、その 

福祉の増進を図ります。 

（対象）市内に居住地を有する者で、下肢、体幹機能障がい又は乳幼児期以前 

の非進行性の脳病変による運動機能障がい（移動機能障がいに限る。）を 

有する身体障がい者等であって、障がい程度等級３級以上（特殊便器の取 

替えについては上肢障害２級以上）の者 

（その他）給付は原則１回。対象経費は、手すりの取付け、段差の解消等５種 

目の住宅改修費及びその住宅改修費に付帯して必要となる住宅改修 

＜給付状況等＞ 
 

 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

 給付件数(件) 1 1 1 0 

 支 出 額(円) 43,740 97,570 200,000 0 
 

（社会福祉課） 

２．緊急通報シス ○緊急通報サービス事業の実施 

テム事業の実 （目的）在宅のひとり暮らし高齢者等に家庭用緊急通報機器を貸与し、緊急通 

施        報受信センターと電話回線で直通することで、急病・災害等突発的事態が 

発生したときに迅速かつ正確な救援体制をとることにより、高齢者等の日 

常生活の不安解消及び人命の安全確保をするとともに福祉の向上を図りま 

す。 

（対象）おおむね65歳以上のひとり暮らし世帯又は高齢者のみの世帯であって、 

  健康状態、身体状況又は日常生活動作の状況に支障がある等、緊急時の通報 

手段が困難な者、又はひとり暮らしの重度心身障がい者であって、市民税非 

課税世帯に属する者。 

 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

利用実人員（人） 104 93 76 41 

事 業 費（千円） 3,929 3,366 2,330 1,404 
 

                  （高齢福祉課） 
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◆１－お互いを尊重し合えるまちづくり 
◇３－生活環境 

 

３．グループホー ○既存のグループホーム等の耐震化やスプリンクラーの設置に対して障害者自 

ム等の整備促    立支援対策推進事業や社会福祉施設整備費補助金等を活用することにより、 

進       その整備の促進を図っています。 

                  （社会福祉課） 

 

 

 
２ 移動・交通のバリアフリーなどの促進 
 

【施策の展開】    ① 福祉有償運送への理解促進 

                    移動に制約のある障がい者などが利用できる福祉有償運送の推進と、制度の周知・理 

                   解促進を図ります。 

                  ② 公共交通機関のバリアフリー化 

                    市内運行バスの低床ノンステップバス導入など、公共交通機関のバリアフリー化を推 

                   進します。 

                  ③ 自動車運転免許取得費の助成 

                    障がい者の就労や社会参加を支援するため、自動車運転免許の取得に要する費用の一 

                   部を助成します。 

                  ④ 自動車改造費の助成 

                    重度障がい者の社会参加を支援するため、所有する自動車を障がいに応じて改造する 

                   場合、改造費用の一部を助成します。 

                  ⑤ タクシー利用料・自家用車燃料費の助成 

                    在宅重度障がい者の外出を支援するため、タクシー利用券・燃料併用助成券を交付し、 

                   利用料や燃料費の一部を助成します。 

                  ⑥ 運賃割引制度等の周知 

                    障がい者の外出や社会参加を促進するため、公共交通機関の旅客運賃割引や有料道路 

                   の通行料金割引などの制度の周知を図ります。 

                  ⑦ 移動支援事業の実施 

                    障がい者の社会参加を支援するため、一人での外出が困難な方を対象に移動支援事業 

                   を実施します。 

                  ⑧ 公共施設のバリアフリー化 

                    障がい者が利用しやすい施設を目指して、公共施設のバリアフリー化を推進します。 

                  ⑨ 歩道等の整備 

                    障がい者が安心して利用できる歩行空間確保のための歩道整備や段差解消を推進しま 

                   す。 

                    また、視覚障がい者の安全歩行を確保するため、誘導用ブロックの敷設を推進します。 

                  ⑩ 放置自転車等対策の推進 

                    障がい者の歩行空間を確保するため、自転車などの利用者への啓発・指導を推進し、放 

置自転車等対策の推進強化を図ります。 

                  ⑪ 専用駐車スペースの確保・促進 

                    多くの市民が利用する公共的及び民間建築物などへの障がい者専用駐車スペースの確 

                   保を促進します。 
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◆１－お互いを尊重し合えるまちづくり 

◇３－生活環境 
 
 ◆  令 和 ４ 年 度 に 講 じ た 施 策  ◆           
 

１．福祉有償運送 ○福祉有償運送への理解促進 

への理解促進 （目的）地域における移動制約者の移動のため、福祉団体等が行う福祉有償運 

送の必要性や安全性の確保を議論する福祉有償運送運営協議会を設置。 

旅客の輸送は本来公共交通機関が担うべきことを認識しつつ、移動制約者 

の移送ニーズと公共交通機関による輸送サービスの提供状況を勘案し、合 

意形成しています。 

（対象）社会福祉法人３事業所。対象者は、他人の介助によらず移動すること 

が困難であり単独でタクシー等の公共交通機関を利用することが困難な要 

介護者、要支援者、障がいのある方で３事業者のいずれかに登録している 

方です。 

         ＜登録状況＞ 
 

 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

年度末

会員数 

Ａ事業所(人) 14 13 13 13 

Ｂ事業所(人) 36 38 41 48 

Ｃ事業所(人) 24 19 11 11 

    合  計 74 70 65 72  

                  （高齢福祉課） 

 

２．公共交通機関 ○ユニバーサルデザインタクシー導入補助金 

のバリアフリ  みんなに優しいタクシー車両、ユニバーサルデザインタクシーを導入した市内 

ー化      タクシー事業者に対し、車両の購入に係る補助金を交付しました。 

（企画財政課） 

３．自動車運転免 ○（対象）市内に居住し、身体障害者手帳の交付を受けていて、自動車運転免許 

許取得費の助   を取得することにより社会参加が見込まれる方（その他の条件有）です。 

成（対象）  （対象経費）運転免許を得るために要する経費です。助成額は、その経費の３分 

の２の額とし、その額が10万円を超えた場合には、10万円を限度とします。 

               ＜給付状況等＞ 

 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

 給付件数(件) 0 0 0 0 

 支 出 額(円) 0 0 0 0 

（社会福祉課） 

 

４．自動車改造費 ○（対象）市内に居住し、身体障害者手帳の交付を受けている肢体不自由者で 

の助成      あって、就労等に伴い、自ら又は同一生計者が所有又は使用し、運転する 

自動車の操行装置及び駆動装置等の一部を改造が必要のある方（その他条 

件有）です。 

（対象経費）操行装置及び駆動装置等の改造に要する経費とし、その額が10万 

円を超えた場合には、10万円を限度とします。 

＜交付状況＞ 

 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

 給付件数(件) 3 2 1 0 

 支 出 額(円) 300,000 200,000 100,000 0 

（社会福祉課） 
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◆１－お互いを尊重し合えるまちづくり 
◇３－生活環境 

 

５．タクシー利用 （目的）重度の障がい者(児)が通院・会合・訪問などの外出で、タクシーを利用 

料・自家用車   する場合はその一部を、自家用車を利用する場合は燃料代の一部を助成する 

燃料費の助成    ことにより、社会参加の促進を図り福祉の増進を図ります。 

       （対象）・身体障害者手帳の障がい程度が１級又は２級である障がい者(児) 

    ・療育手帳の障がいの程度がＡの障がい者(児) 

    ・精神障害者保健福祉手帳の障がいの程度が１級の障がい者(児) 

（助成内容）6,000円/年（500円/枚×12枚綴り） 

＜助成状況＞ 
 

 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

対 

 

象 

 

者 

 身体１級(人) 539 550 549 539 

 身体２級(人) 248 247 251 248 

 療 育 Ａ(人) 130 127 129 130 

精神１級(人） 20 20 19 20 

   計  (人) 937 944 948 937 

  使用枚数(枚) 5,658 5,292 5,353 5,285 

  利用料金(円) 2,812,270 2,632,880 2,666,260 2,637,290 

                  （社会福祉課） 

 

 

６．運賃割引制度 ○障がいのある方に対する交通機関などの助成制度について、窓口において市民 

等の周知     への情報提供を行いました。 

 ○公共交通機関の運賃割引において３障がい同一の取扱いになるよう国に要望し 

    ました。                         （社会福祉課） 

 

 

７．移動支援事業 ○平成18年10月1日より伊達市移動支援事業実施要綱に基づき実施 

の実施    （対象）市内に居住し、心身の状況から単独での外出が困難な方で、定められ 

た障がい等に該当する方です。 

同一の月において、10時間までは、無料で移動支援事業を受けられます。 

10時間を超えた場合は、移動支援事業に要した費用の一部（１割）を移動 

支援事業所に支払うこととなります。 

        ＜給付状況等＞ 

 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

実利用人数(人) 7 7 6 8 

利用時間(時間) 491.75 301.00 423.75 558.75 

支 出 額(円) 2,117,065 1,157,580 1,536,050 1,979,170 

                                                                     （社会福祉課） 

 

８．公共施設のバ ○公共施設の建設計画の段階で、バリアフリーの考え方を取り入れた施設と 

リアフリー化  して検討することにしています。 

                  （都市住宅課） 
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◆１－お互いを尊重し合えるまちづくり 
◇３－生活環境 
         ○伊達市バリアフリー特定事業計画策定 

           伊達市バリアフリー基本構想では、各事業者がそれぞれの施設において特定 

          事業計画を策定することとしておりますが、その特定事業計画をまとめた伊達

市バリアフリー特定事業計画の点検・更新を行い、令和４年９月に改訂しまし

た。 

                 （建設課） 

 

９．歩道等の整備  ○障がいのある人が安心して歩行できるよう、道路工事にあわせて段差を解消、 

                  また、交通量の著しい中心市街地の主要幹線道路の交差部には、交差位置が 

わかるよう誘導用ブロック（点字ブロック）を設置しています。 

＜市道の歩道等整備実績＞ 

 歩道の段差解消工事 点字ブロック設置工事 

令和元年度 

 市道東通り線 

：延長1,348ｍの内81.0ｍ実施 

当該路線設置予定箇所完成 

令和２年度 

 市道希望ヶ岡通り線及び 

市道舟岡通り線 

：延長1,100ｍの内335.0ｍ実

施 

令和３年度 

市道中央通り線 

：延長580ｍの内70ｍ実施 

市道希望ヶ岡通り線及び 

市道舟岡通り線 

：延長1,100ｍの内279.0ｍ実施 

令和４年度 

市道中央通り線 

：延長580ｍの内10ｍ実施 

市道希望ヶ岡通り線及び 

市道舟岡通り線 

：延長1,100ｍの内216.0ｍ実施 

                                      （建設課） 

                   

 

10．放置自転車等 ○伊達警察署及び関係団体と連携し、自転車利用者への指導対策の推進を実施 

対策の推進   しました。 

・小学生交通安全教室 

（目的）正しい横断歩道の渡り方や自転車の乗り方等の交通ルール全般を小学

生が身につけるために、市内小学生を対象に、交通指導員が実践指導をする

交通安全教室の際に、放置自転車についての内容も啓発の１つに盛り込んで

います。 

（対象）依頼のあった市内小学校 

＜実績＞ 

 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

利用学校数(校) 8 4 7 7 

実施回数(回) 12 4 7 7 

参加総数(人) 840 325 499 372 

                  （総務課自治振興室） 

 

11 専用駐車スペ ○公共施設等の建設において「北海道福祉のまちづくり条例」の「整備基準」に 

ースの確保・  あわせて、車いす使用者駐車場の整備を進めていきます。 

促進      なお、令和４年度は有珠生活館に１台分、北黄金貝塚公園に３台分の車いす使 

用者駐車スペースを設置しました。 

                                                              

（都市住宅課） 
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◆１－お互いを尊重し合えるまちづくり 
◇３－生活環境 

 
３ 防災・防犯対策の推進 
 

【施策の展開】    ① 地域の防犯活動における障がい者対応促進 

                    地域ぐるみの防犯活動を推進し、犯罪の予防に努めるとともに、障がい者に対する地 

                   域住民を中心とした支援体制の整備を促進します。 

                  ② 防犯意識の啓発 

                    警察署、防犯協会と連携し、広報やホームページを通して防犯意識の高揚と啓発を図 

                   ります。 

                  ③ 緊急通報システム事業の実施（再掲） 

                    ひとり暮らしの高齢者及び重度心身障がい者等の日常生活上の緊急事態に対処するた 

                   め、高齢者等緊急通報システム事業を引き続き実施します。 

                  ④ 避難支援等関係団体*による避難行動要支援者対策の推進 

                    平時から避難行動要支援者の避難準備を進めるため、避難支援等関係団体に避難行動要支

援者名簿を提供し、対策活動の内容充実・支援体制の整備を促進します。 

                  ⑤ 緊急時通報体制の充実 

                    消防署との連携を強化し、聴覚障がい者の緊急時の通信手段である「ファックス119番」、 

                   「NET119」の利用を促進します。 

                  ⑥ 防火・防災知識の向上 

                    広報紙での意識啓発をはじめ、訓練への参加促進などにより防火・防災知識の向上を図 

                   ります。 

           ⑦ 福祉避難所の設置 

             障がい者、高齢者、難病患者など、避難所生活に特別な配慮が必要な人のための福祉避難

所の整備を推進します。 
 
 
 ◆  令 和 ４ 年 度 に 講 じ た 施 策  ◆           
 

１．地域の防犯活 ○伊達市防犯協会、伊達地区防犯協会連合会、伊達地方暴力追放運動推進協議会 

  動における障   の３団体に補助金・負担金を交付し、障がい者を含めた地域住民を中心とした 

がい者対応促  防犯活動に対する支援を行いました。 

進 

       ＜補助金・負担金支払実績（円）＞ 

 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

伊達市防犯協会補助

金 
437,000 437,000 437,000 437,000 

伊達地区防犯協会連

合会負担金 
1,313,000 1,313,000 1,313,000 1,313,000 

伊達地方暴力追放運

動推進協議会負担金 
155,100 152,800 0 0 

         （総務課自治振興室） 
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◆１－お互いを尊重し合えるまちづくり 
◇３－生活環境 
 
 

２．防犯意識の啓 ○春の地域安全運動、社会を明るくする運動の啓発式は中止となりましたが、 

発       10月に行った全国地域安全運動に伴う街頭啓発は道の駅観光物産館前で行い 

ました。歳末地域安全運動は、各支部で行いました。 

       

         

                                       （総務課自治振興室） 

 

３．緊急通報シス  「３－１－②、緊急通報システム事業の実施」に記載のとおりです。 

  テム事業の実                               

  施（再掲）                                （高齢福祉課） 

 

４．避難支援等関 ○平成29年8月に「避難行動要支援者対策計画」を策定しました。 

  係団体による  引き続き、本計画に基づき作成した名簿情報を活用するための条件整備や個人 

避難行動要支   避難プラン作成等の作業を進めます。 

援者対策の推  なお、避難支援等関係団体に対する平時における名簿情報の提供は、本人の同 

進       意確認が必要です。 

     

   

                  （危機管理課・社会福祉課・高齢福祉課） 

 

 

５．緊急時通報体 ○平成12年から運用の「災害対策聴覚障がい者用緊急連絡一斉送信」について 

制の充実    は、運用はありませんでした。 

                  （社会福祉課） 

                

       ○ＦＡＸを活用した１１９番通報《ＦＡＸ１１９》 

        （目的）火災または救急事案が発生した際に、登録している聴力障がい者及び

音声・言語機能障がい者へ迅速・的確な対応（出動）を図るため 

（内容）聴力障がい者及び音声・言語機能障がい者に事前に住所、氏名等の情

報をＦＡＸ１１９に登録してもらい、通報時に的確な対応が図れるよう、

登録内容の把握が迅速にできるシステム。 

（対象）西胆振行政事務組合管轄に在住の聴覚障がい者及び音声・言語機能障

がい者 

 
 
 

 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

登録者数(人) 26 26 24 23 

通報件数(件) 3 0 2 1 

                               （西胆振行政事務組合消防本部） 
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◆１－お互いを尊重し合えるまちづくり 
◇３－生活環境 

 

 

       ○携帯電話やスマートフォンを活用した１１９番通報《ＮＥＴ１１９》 

        平成２８年から運用を開始し、ＮＥＴ１１９通報の実績はありませんでした。 

（目的）火災または救急事案が発生した際に、登録している聴力障がい者及び

音声・言語機能障がい者へ迅速・的確な対応（出動）を図るため 

（内容）聴力障がい者及び音声・言語機能障がい者に事前に住所、氏名等の情

報をＮＥＴ１１９に登録してもらい、通報時に的確な対応が図れるよう、

登録内容の把握が迅速にできるシステム。また、チャット機能によりリア

ルタイム文字会話が可能であり、ＧＰＳ機能付きの機種であれば自宅だけ

でなく外出先からでも通報者の位置を容易に特定できるもの。 

（対象）西胆振行政事務組合管轄に在住または在勤若しくは在学の聴覚障がい

者及び音声・言語機能障がい者 

 

 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

登録者数(人) 8 6 5 6 

通報件数(件) 1 0 0 1 

                               （西胆振行政事務組合消防本部） 

 

６．防火・防災知 ○市民の防災意識向上等を目的に伊達市防災アドバイザー業務委託により、ＮＰ 

  識の向上    Ｏ法人環境防災総合政策研究機構の宇井理事の広報紙への防災コラム掲載（年 

          ２回）、防災講演会を実施しました。 

                                     （危機管理課） 

 

 

７．福祉避難所の ○これまで、市内３箇所の障がい者施設及び９箇所の高齢者施設を福祉避難所に 

  設置      指定しています。 

                                     （危機管理課） 
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◆１－お互いを尊重し合えるまちづくり 
◇４－情報・意思疎通支援 
 
１ 情報アクセシビリティの向上 
 

【施策の展開】    ① 広報紙、ホームページなどの効果的活用と充実 

                     市の広報紙やホームページなど多様な広報媒体を活用し、効果的な情報提供に努めます。 

                  ② 障がいに応じた情報提供の充実 

                    ボランティアによる広報だての音訳版・点訳版の配布や、情報文章へのルビ付けなど、 

                   障がいの状態に応じた情報の提供に配慮します。 

                  ③ 情報コーナーの整備 

                    行政の多種多様な情報を体系的に提供できるよう、公共施設における情報コーナーの整 

                   備を図ります。 
 
 
 ◆  令 和 ４ 年 度 に 講 じ た 施 策  ◆           
 

１．広報紙、ホー ○広報紙の「知っておきたい福祉の話コーナー」で福祉に関する様々な情報を 

ムページなど  提供しました。 

の効果的活用 ＜令和４年度「広報だて」掲載分(見出し）＞ 

と充実       ６月号～ヘルプマーク・ヘルプカードをお渡ししています 

８月号～「障害者差別解消法」 

12月号～12月３日から９日は「障害者週間」です 

２月号～伊達市障がい者総合相談支援センター「あい」 

４月号～補装具・日常生活用具 

 

 

 

○伊達市ホームページ「社会福祉課障がい者福祉係」のページにおいて、福祉に 

関する情報を随時発信しました。また、特に啓発が必要な場合等は状況に応 

じホームページのトップにも掲載しました。 

                  （総務課自治振興室・社会福祉課） 

２．障がいに応じ  ○声の広報 

た情報提供の  「広報だて」の内容を、朗読ボランティア「やまびこ」がＣＤに録音し、視 

充実      覚障がいのある方へ配布しています。 

＜声の広報配布実績（各年度末時点）＞ 

 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

 配付件数(件) 12 12 8 9 

 

○点訳ボランティア 

伊達市点訳ボランティアの会が、点字の「広報だて」を作成し、視覚障がい 

のある方へ配布しています。 

＜点字広報配布実績（各年度末時点）＞ 

 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

 配付件数(件) 7 7 3 4 
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 ◆１－お互いを尊重し合えるまちづくり 
◇４－情報・意思疎通支援 

 
         ○障がい者手帳交付時のパンフレットをルビ付きにしました。 

             （社会福祉課） 

 

３．情報コーナー ○庁舎の正面玄関スペースで紙ベースの行政情報を体系的に提供しているほか、 

の整備     案内係を設置し対面による情報の提供を行っています。また、市立図書館な 

        どの公共施設においても一部情報の提供を行っています。 

                  （総務課） 
 
２ 意思疎通支援の充実 
 

【施策の展開】     ① 聴覚障がい者等意思疎通支援事業の実施 

                    聴覚障がい及び音声・言語機能に障がいのある人の意思疎通を支援するため、手話通 

                   訳員及び手話通訳協力員を派遣するとともに、手話の普及に努めます。 

                  ② 障がいに応じた意思疎通支援 

                    伊達手話の会や点訳ボランティアの会等の活動を促進し、また、ボランティア体験プ 

                  ログラム等との連携を通して意思疎通支援の普及を図ります。 

                    また、障がいに応じた意思疎通を支援する用具を給付します。 
 
 
 ◆  令 和 ４ 年 度 に 講 じ た 施 策  ◆           
 

１．聴覚障がい者  ○手話通訳員及び手話通訳協力員を派遣しました。 

  等意思疎通支   ＜手話通訳者派遣実績（件数）＞ 

  援事業の実施  

  

         

      

      

         〇手話奉仕員養成講座を開催しました。 

          ＜手話奉仕員養成講座実績（人数）＞ 

                  

  

 

   （社会福祉課） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

市手話通訳員 183 179 160 174 

手話通訳協力員 60 28 31 20 

ろうあ連盟委託 1 1 6 6 

 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

受講人数 3 中止 5 5 
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◆１－お互いを尊重し合えるまちづくり 
◇４－情報・意思疎通支援 
 

２．障がいに応じ ○伊達手話の会の運営活動について支援しました。 

  た意思疎通支 ○日常生活用具給付等事業で意思疎通支援のための用具（情報・意思疎通支援用 

援       具）の給付を行いました。 

＜情報・意思疎通支援用具給付実績（件数）＞ 

 

 

 

         

      

    

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

（社会福祉課） 

 

 

用具 
令和元
年度 

令和２
年度 

令和３
年度 

令和４
年度 

情報・通信支援用具 1 1 0 2 

視覚障がい者用地上ﾃﾞｼﾞﾀﾙ対応ﾗｼﾞｵ 0 2 0 0 

視覚障がい者用ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙﾚｺｰﾀﾞｰ 4 0 0 2 

視覚障がい者用拡大読書器 1 0 3 1 

視覚障がい者用時計 2 0 0 1 

視覚障がい者用活字文書読み上げ

装置 
0 0 1 0 

視覚障がい者用体温計 0 1 0 1 

視覚障がい者用体重計 0 0 0 1 

視覚障がい者用血圧計 0 2 0 0 

聴覚障がい者用通信装置 1 0 1 0 

聴覚障がい者用屋内信号装置 0 0 0 1 

携帯用会話補助装置 0 0 1 0 

人工喉頭 1 2 0 1 

点字図書 1 1 4 2 
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◆２－地域で暮らすことができる体制づくり 
◇５－生活支援 

 
１ 生活支援体制の整備 
 

【施策の展開】    ① ケアマネジメントシステムの構築 

                    障がい者の自立生活を支援するため、適切なサービスを総合的かつ継続的に提供できるよ 

う関係機関との連携のもと支援体制の確立を図ります。 

                  ② 相談支援体制の充実 

                    伊達市障がい者総合相談支援センター「あい」との連携を図りながら、相談支援体制の周

知・充実に努めます。また、障がい者相談員や民生委員児童委員など、地域の身近な相談者

等の活用について周知を図ります。   

                  ③ 専門従事者の育成・確保 

                    専門性のある相談支援担当職員の配置検討や、研修などによる職員の育成及び資質の向上 

を図ります。 

           ④ 地域づくりコーディネーターとの連携強化 

             障害のある人が希望する場所で安心して生活できるよう、地域の相談支援体制づくりや施 

設入所者の地域生活への移行に向けた助言、調整等の広域的支援を行う地域づくりコーディ 

ネーターと連携を強化します。 

           ⑤ 地域生活支援拠点の機能充実 

             障がい者の入所施設や病院からの地域移行を進めるとともに、重度化・高齢化や「親・配

偶者亡き後」を見据え、障がい者の日常生活を地域全体で支える体制を整備し、機能の充

実を図ります。 
 
 ◆  令 和 ４ 年 度 に 講 じ た 施 策  ◆          
 

１．ケアマネジメ  ○障害福祉サービスの利用にあたり困難な状況にあるケースについては、専門 

ントシステム   的な知識のある関係機関等と連携し、ケース検討会議を行い、対応しました。 

の構築                                          （社会福祉課） 

 

２．相談支援体制  ○伊達市相談支援事業を社会福祉法人北海道社会福祉事業団に委託して実施し 

の充実      ました。                         （社会福祉課） 

  ・伊達市地域自立支援協議会の開催連携 

       全体会議：年４回 

         専門部会：精神障がい者地域生活支援部会、発達支援部会、高齢障がい者 

支援部会、働く人を支える部会、相談支援部会 

・広報紙「藍すまいる」の発行（年３回） 

 ＜相談支援等の実績（令和４年度）＞ 
  精 神 知 的 身 体 発 達 その他 合 計 

相 
 
談 
 
支 
 
援 

人数(主障がい) 645 1,169 200 369 247 2,630 

件数 

電話･Fax･ﾒｰﾙ 700 589 84 621 65 2,059 

来   所 92 343 4 42 7 488 

訪  問 259 749 97 77 17 1,199 

同  行 133 342 35 33 15 558 

代  行 22 191 26 25 3 267 

その他 31 22 1 8 2 64 

計画相談 164 551 114 366 264 1,459 

計 1,401 2,787 361 1,172 373 6,094 
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◆２－地域で暮らすことができる体制づくり 
◇５－生活支援 
 

   ○計画相談支援の実施にあたり、制度の円滑な運用を図るため、市内の指定 

        特定相談支援事業所に支給決定に関する基本事項を提示し運用を開始しました。 

＜計画相談支援実施状況＞ 

 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

利用実人数 467 475 475 496 

                                     

                                       （社会福祉課） 
 

  ○身近な相談員としての民生委員児童委員、主任児童委員について、広報だて 

           に掲載し、市民への情報提供を行いました。 

                                            （社会福祉課） 

３．専門従事者の 下記研修・会議に市職員が参加しました。 

    育成・確保    ○「障害支援区分認定調査員研修」 

         ○「地域勉強会・意見交換会」 

         ○「西胆振地区障がい者雇用支援地域合同会議」 

○「伊達市地域自立支援協議会発達支援部会研修会」 

○「伊達市地域自立支援協議会精神障がい者地域生活支援部会研修会」 

〇「障害福祉システムWEB説明会」 

 

                  （社会福祉課） 

 

４．地域づくりコ ○胆振圏域障がい者総合相談支援センターるぴなすの定期訪問や情報交換会等 

ーディネータ  により、地域課題の取り組みについて情報の共有化を図っているほか、計画 

ーとの連携強  相談支援をはじめとした相談支援体制の整備について助言を受けて進めまし 

化       た。 

                                          （社会福祉課） 

 

５．地域生活支援 〇平成30年度に地域生活支援拠点を整備しました。 

  拠点の機能充  緊急時や将来の利用を見据え、今後利用が見込まれる方を把握するため 

  実       事前体験の利用登録を進めました。 

 

          令和４年度末登録者数：57名 

                           （社会福祉課） 
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◆２－地域で暮らすことができる体制づくり 
◇５－生活支援 

 
２ 障害福祉サービスの提供 
 

【施策の展開】    ① 障害福祉サービスの周知と給付 

                    障害福祉サービス等制度の周知を図り、障がい者のニーズや実態に応じたサービスの 

                   給付に努めます。 

                  ② 地域生活支援事業の周知と実施 

                    地域生活支援事業の周知を図り、障がい者のニーズや実態に応じた事業の実施に努めます。 
 
 
 ◆  令 和 ４ 年 度 に 講 じ た 施 策  ◆           
 
１．障害福祉サー  ○市ホームページや窓口配布パンフレットにより、障害福祉サービスについての 

  ビスの周知と  周知を行いました。 

給付       

       〇障害福祉サービスの利用実績については、「第６期伊達市障がい福祉計画令和 

        ４年度実績」に掲載。 

 

    （社会福祉課） 

 

 

２．地域生活支援 ○市ホームページや窓口配布パンフレットにより、各事業についての周知を行い 

  事業の周知と   ました。 

  給付 

       〇各事業の利用実績については、「第６期伊達市障がい福祉計画令和４年度実績」

に掲載。 

 

                  （社会福祉課） 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



22 
 

◆２－地域で暮らすことができる体制づくり 
◇５－生活支援 
 
３ 人材の育成と確保 
 

【施策の展開】      ① 伊達市社会福祉協議会との連携強化 

                    障がい者福祉事業の促進やボランティアの育成など、民間地域福祉活動の推進主体で 

                   ある伊達市社会福祉協議会との連携を強化します。 

                  ② ボランティア団体等への支援 

                    伊達市社会福祉協議会ボランティアセンター、伊達市ボランティア連絡会等と連携して、 

福祉に関するボランティアの育成や情報提供など活動を支援します。 

                  ③ 障がい者のボランティア活動の推進 

                    障がい者自らがボランティア活動に参加したり、身近な活動を紹介できる体制づくり 

                   を推進します。 

                  ④ 当事者団体等の育成・支援 

                    障がい者の活動母体である当事者団体等を育成し、自立と社会参加を促進するととも 

                   に様々な活動を支援します。 
 
 
 ◆  令 和 ４ 年 度 に 講 じ た 施 策  ◆          
 

１．伊達市社会福  ○「わっくわっく広場交流大会」の運営に市職員が参加しています。 

祉協議会との  （令和４年度中止） 

連携強化     

                          （社会福祉課） 

 

 

２．ボランティア  ○伊達市点訳ボランティアの会へ点字プリンターを無償貸与しました。 

   団体等への支 ○「伊達市障がい者スポーツ交流会」を後援しています。（令和４年度中止） 

援      ○「伊達市障がい者パークゴルフ交流会」を後援しています。（令和４年度中止） 

 

                      （社会福祉課） 

 

 

３．障がい者のボ  ○「ボランティアフォーラムだて」を後援しています。（令和４年度中止） 

  ランティア活   

  動の推進                                    

（社会福祉課） 

 

                   

４．当事者団体等  ○精神障がい者の回復者クラブ「ハッピーサークル」に対し、運営費補助を行 

の育成・支援  いました。 

       ○「伊達手話の会」に対し、運営費補助を行いました。 

〇「ふれあい広場だて」を後援しています。（令和４年度中止） 

                                      （社会福祉課） 
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◆２－地域で暮らすことができる体制づくり 
◇６－保健・医療 

 
１ 障がいの原因となる疾病などの予防・早期発見・早期支援 
 

【施策の展開】     ① 妊娠・出産・育児相談の充実 

                       妊娠、出産が安全に経過できるように、妊娠届出時や母子健康手帳交付時などの面接 

                       相談の実施や、新生児訪問、乳幼児健康相談の実施など各種相談を継続し、予防と早期 

発見に努めます。 

                  ② 乳幼児健康診査の充実 

                    母子保健法に基づく乳幼児健診や相談を実施することで障がいの早期発見に努め、継 

                   続した相談の充実を図ります。 

                  ③ 発育発達相談の充実 

                    幼児健康相談や保健師による家庭訪問、心理相談員による小集団支援を行うなど発育 

                   発達相談の充実を図ります。 

                  ④ 教育相談の充実 

                    障がいのある児童生徒一人ひとりの状態に応じた相談に的確に対応できるよう、就学 

                   前の発達相談や学校における教育相談の充実を図ります。 

                  ⑤ 生活習慣病の予防支援 

                    生活習慣病を予防・改善することにより予防できる障がいに対して、適切で効果的な 

健康相談、健康教育、訪問指導等の保健事業の充実を図ります。 

                  ⑥ 健康診査・がん検診の充実 

                    高齢者の医療の確保に関する法律及び健康増進法に基づく健康診査やがん検診などを 

実施し、生活習慣病予防や疾病の早期発見と健康への意識向上を図ります。 

                  ⑦ 重度心身障がい者医療費の助成 

                    重度心身障がい者医療費助成事業の周知を徹底するとともに、適切な支給に努めます。 

                  ⑧ 自立支援医療制度の給付と周知 

                    身体の障がいを軽減するために、適切な更生医療の給付を行うとともに、精神障がい 

                   の通院医療費の軽減措置である精神通院医療及び育成医療の周知を図ります。 

                  ⑨ 特定疾患医療給付などの周知と関係機関との連携 

                    特定疾患医療給付や小児慢性特定疾患医療給付などの各種医療給付制度の周知につい 

                   て、保健所や医療機関との連携を図ります。 
 
 ◆  令 和 ４ 年 度 に 講 じ た 施 策  ◆           
 

１．妊娠・出産・ ○母子健康手帳の交付、妊婦健康診査受診券発行及び保健指導の実施 

  育児相談の充  （目的）周産期の異常を早期に発見し、安定した周産期を送り、安全に出産及

実           び育児ができることを目的としています。 

（対象）伊達市に住民票のある妊産婦 

 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

妊婦健康診査受診券発行数 

 妊婦一般健康診査(人) 171 184 158 163 

産婦健康診査（人） 171 184 158 163 

超音波検査(人) 171 184 158 163 

 母子健康手帳交付数 

 妊娠届出数(人) 165 172 149 154 

 マタニティ教室 

 対象者数(人) 86 52 64 81 

参加者数(人) 44 27 15 51 

参 加 率(％) 51.2 51.9 23.4 63.0 
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◆２－地域で暮らすことができる体制づくり 
◇６－保健・医療 
 

〇新生児聴覚検査費助成事業  

（目的)聴こえにくさを早期に発見し、適切な支援を行うことで、言語発達への

影響を最小限にすることを目的としています。 

（対象)生後１ヶ月未満の児 

 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

発行数 173 185 159 165 

○室蘭保健所管内養育支援保健・医療連携システム 

                  （目的）関係機関との連携のもと、養育支援を必要とする家庭を早期に把握・訪

問することによって適切な子育て支援を行います。 

          （対象）新生児の健康状態により保健指導を必要とする場合 

              母親の健康状態、育児環境により保健指導を必要とする場合等 
        

   令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

対象者数(人) 44 40 54 48 

訪問数(回) 43 38 52 46 

 

  ○新生児訪問 

                  （目的）保健師が生後1か月前後の児のいる家庭を訪問し、母子の心身の健康状

態及び養育環境の把握を行い、保健指導を行います。 

          （対象）全出生児とその家庭 

 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

対象者数(人) 188 177 154 169 

訪問数(回) 168 159 144 150 

                   

         〇産後ケア事業 

         （目的）家庭等から産後の援助が十分に得られないなど、特に育児支援を必

         要とする母子に、心身の安定と育児不安の解消を図ることを目的とし

         ています。 

         （対象）出産後1年以内の母子のうち、下記のいずれかに当てはまる方 

             ・家族などから十分な家事及び育児のなどの援助が受けられない方 

             ・産後に心身の不調または育児不安などのある方 

           

 

 

○1歳児健康栄養相談 

（目的）1歳頃の発育発達の確認、育児不安解消及び軽減を図ります。 

（対象）満1歳児または相談を希望する児とその親 
        

   令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

対象者数(人) 168 175 162 157 

参加者数(人) 130 132 122 124 

（健康推進課） 

 

 

 

 令和３年度 令和４年度 

利用数（回） 3 14 
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◆２－地域で暮らすことができる体制づくり 
◇６－保健・医療 

 

２．乳幼児健康診  ○乳幼児健康診査 

  査の充実      （目的）乳幼児の疾病や異常の早期発見・早期対応と共に、育児不安・育児困難の

解消及び軽減を図ります。 

（対象） 

・乳児健康診査：生後４か月、７か月児、その他経過観察が必要な児 

・１歳６か月児健康診査：１歳６か月～１歳８か月児、その他経過観察が必 

要な児 

・３歳児健康診査：３歳３か月～３歳５か月児、その他経過観察が必要な児 
 

 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

乳児健康診査 

 対象者(人) 309 354 317 281 

受診者(人) 296 349 310 275 

受診率(％) 95.8 98.6 97.8 97.9 

1歳6か月児健康診査 
 対象者(人) 164 170 173 157 

受診者(人) 151 158 164 149 

受診率(％) 92.1 92.9 94.8 94.9 

３歳児健康診査 

 対象者(人) 205 198 183 171 

 受診者(人) 191 181 172 160 

 受診率(％) 93.2 91.4 94.0 93.6 
 

 

○２歳児健康相談 

（目的）発育・発達の確認、育児不安解消及び軽減を図ります。 

（対象）２歳０か月～２歳２か月児、その他経過観察が必要な児 
  

 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

 対象者(人) 197 184 174 172 

 受相者(人) 173 159 146 156 

 受相率(％) 87.8 86.4 83.9 90.7 

          

         〇５歳児健康相談 

         （目的）発育・発達の確認、就学に向けた情報提供や相談を行い、育児不安解消

及び軽減を図ります。 

         （対象）年度中に５歳になる児 

            

 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

 対象者(人) 214 237 183 194 

 受相者(人) 41 41 33 25 

 受相率(％) 19.2 17.3 18.0 12.9 

 

 

 

 

（健康推進課） 
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◆２－地域で暮らすことができる体制づくり 
◇６－保健・医療 

３．発育発達相談  ○乳幼児家庭訪問等指導事業 

  の充実        （目的）保健師が関係機関と連携しながら訪問や相談による支援を行います。 

（対象）育児支援が必要な乳幼児のいる家庭 

           令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

乳児延訪問数(実/延) 121/136 100/109 49/70 58/72 

幼児延訪問数(実/延) 10/20 29/39 15/22 18/25 

 

○小集団指導（家族でふれあい教室） 

（目的）心理相談員、保育士、療育指導員と協同して小集団指導を行うことで、児

の心身の健全な発達を促し親子の愛着を育み、育児の不安解消を図ることを目

的としています。 

（対象）幼児健診等で継続支援が必要と判断した親子 

             平成30年度 令和元年度 

参加組数 11 14 

                       ※令和元年度で終了 
 

                  （健康推進課） 

 

４．教育相談の充  ○指導室の設置 

  実      （目的）教育に関する各種相談等に対応するため、教育委員会に指導室を設置 

しています。 

（職員）指導主事２名と退職教員３名が、教育相談業務に当たっています。 

（※令和４年度より） 

○伊達市特別支援教育コーディネーター３名（高等養護学校等教諭）による小中

学校巡回訪問 

（目的）本人、保護者等に対する支援の方向性を明確にし、また、関係機関との

情報共有を図るため、各関係機関を巡回訪問し、幼児児童生徒の実態把握等及

び相談を実施しています。 

（対象）保育所・幼稚園・小中学校 

○校内指導・相談体制の整備 

・子どもの育成や教育に関して様々な悩みをもつ親、保護者等に対して、随時、 

相談に対応するため、保護者等との連携を密にするよう努めています。 

・相談した内容は、校内特別支援教育コーディネーターが中心となり、伊達市

特別支援教育コーディネーター等や関係機関と連携を図り、指導体制の充実

を図っています。 

・専門家チームからの適切な指導・助言により、児童への指導や家庭への相 

談の充実を図っています。 

・幼稚園、保育所への訪問を実施しています。 
 

（時期）５～６月 

（対象）保育所・幼稚園 

・障がいのある園児の保護者との定期的な話し合いの実施 

・定期の相談の実施 

・随時の相談 

＊必要に応じて、関係機関との連携を図っています。 

 

 



27 
 

◆２－地域で暮らすことができる体制づくり 
◇６－保健・医療 

 

○新入学時健診において、教育相談を実施し特別支援に関する相談を行いました。 

○特別支援学級に関する措置について、学校と連携して教育相談を行いました。 

○子どもの育成や教育に関しての様々な悩みのある親、保護者等に対して学校を

通して北海道特別支援教育センターの巡回相談窓口の周知や新入学時健診にお

いて、教育相談を実施しました。 

（指導室） 

 

５．生活習慣病の  ○健康相談・訪問指導 ※根拠法：健康増進法 

  予防支援      （目的）心身の健康に関する個別の相談に応じた必要な助言及び指導を行い、生

活習慣改善や健康の保持増進を図ります。 

（対象）満40歳から64歳までの方 

（内容）本人及び家族等の相談を電話や面接、文書、訪問指導により実施してい

ます。 

 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

健康相談（延件数） 1,087 650 143 263 

訪問指導（延件数） 6 0 0 0 

 

○健康教育 ※根拠法：健康増進法 

（目的）生活習慣病を防ぐための健康教育を推進し、健康に関する正しい知識

の普及を行うことにより、健康意識を高め、健康の保持増進を図ります。 

（対象）自治会、各種サークル、介護予防グループ、企業等 

（内容）生活習慣病予防をテーマとした講話や調理実習 
           

 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

実施回数 52 24 14 13 

実施人数 1,923 442 261 231 

（健康推進課） 

６．健康診査・が ○特定健康診査・健康診査 ※根拠法：高齢者医療確保法 

  ん検診の充実 （目的）内臓脂肪型肥満に着目した健康診査の実施により、その要因となってい

る生活習慣を改善するための保健指導を必要とする人を抽出し、糖尿病等

生活習慣病の有病者・予備群を減少させます。 

（対象）当該年度に満40歳から75歳になる伊達市国民健康保険加入者 

（内容）問診、身長・体重及び腹囲測定、血圧測定、血液検査（脂質・糖代謝・

肝機能・腎機能）尿検査（タンパク・糖） 
 

                   ○がん検診（胃・肺・大腸・乳・子宮がん検診）※根拠法：健康増進法 

（目的）がんの早期発見・早期治療により、死亡者を減少させます。 

（対象）40歳以上（子宮がん検診は20歳以上） 

（内容）胃バリウム検査、胸部Ｘ線撮影、便潜血検査、子宮頸部細胞診及び内診、

乳房マンモグラフィ検査 

＜各種検診実施結果＞ 
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乳がん・子宮がんの受診率については下記の計算式で算出             

｛(前年度受診数＋今年度受診数)―前年度・今年度における 2 年連続受診

数｝/今年度対象数×100 

（健康推進課） 

 

 

○後期高齢者健康診査の実施 

（目 的）後期高齢者に対し健康診査を実施することにより、傷病の発生を未然

に防止し、また早期発見により重症化、長期化を防ぎ、健康の保持増進

を図ります。 

（対象）後期高齢者医療制度に加入している方 

（内容）問診、身体測定、血圧、血中脂質検査、肝機能検査、血糖検査、尿検査、

腎機能検査。自己負担なし。 

 

 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

受診者数(人) 689 409 697 718 

 

 

 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

特定健康診査 

 

 対象者数(人) 5,958 5,644 5,427 5,103 

 受診者数(人) 1,978 1,732 1,721 1,789 

 受診率(％) 33.2 30.7 31.7 35.1 

胃がん検診 

 

 対象者数(人) 13,341 13,140 12,980 12,854 

 受診者数(人) 1,765 1,242 1,284 1,321 

 受診率(％) 13.2 9.5 9.9 10.3 

肺がん検診 

 

 対象者数(人) 13,341 13,140 12,980 12,854 

 受診者数(人) 3,334 2,617 2,698 2,865 

 受診率(％) 25.0 19.9 20.8 22.3 

大腸がん検診 

 

 対象者数(人) 13,341 13,140 12,980 12,854 

 受診者数(人) 2,673 2,102 2,290 2,462 

 受診率(％) 20.0 16.0 17.6 19.2 

乳がん検診 

 

 対象者数(人) 8,230 8,119 8,031 7,788 

 受診者数(人) 1,050 938 939 895 

 受診率(％) 25.8 24.4 23.3 23.5 

子宮がん検診 

 

 対象者数(人) 8,918 8,751 8,582 8,573 

 受診者数(人) 941 866 841 882 

 受診率(％) 21.1 20.8 20.1 20.1 
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◇６－保健・医療 

 

○後期高齢者短期人間ドックの実施 

（目 的）後期高齢者に対し短期人間ドックを実施することにより、傷病の発生

を未然に防止し、また早期発見により重症化、長期化を防ぎ、健康の保

持増進を図ります。 

（対 象）後期高齢者医療制度に加入している方 

（内 容）上記健康診査の内容に、胃・肺・大腸がん検診や心電図検査、眼底検

査、超音波検査などを加えた総合的な健診。自己負担5,000円。 

 

 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

受診者数(人) 58 59 55 57 

  （保険医療課） 

 

 

 

 

 

７．重度心身障が ○重度心身障がい者医療費の助成 

  い者医療費の （目的）重度心身障がい者に対し医療費の一部を助成することにより、健康の保 

    助成        持と福祉の増進を図ります。 

（対象）身体障害者手帳の障がい程度が１級、２級又は３級（内部疾患のみ）の

方 

  重度の知的障がいの方 

  精神障害者保健福祉手帳の障がいの程度が１級の方（通院医療費のみ） 

（その他）３歳未満の方又は市町村民税非課税世帯の方は、初診時一部負担金の

みの負担 

     ３歳以上かつ市町村民税課税世帯の方は、１割負担 

 

○重度心身障がい者医療費助成制度について、市広報紙及びホームページに掲載

し、市民に情報提供を行いました。 

                  ＜重度心身障がい者医療費の助成状況＞ 
 

 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

 対象者数(人) 1,016 1,015 988 992 

 助成件数(件) 26,882 25,476 25,479 25,701 

                   ※対象者数は、年度末の人数 

  （保険医療課） 
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◆２－地域で暮らすことができる体制づくり 
◇６保健・医療 
 

 

８．自立支援医療  ○自立支援医療（更生医療、育成医療、精神通院医療）について、広報紙及び 

  制度の給付と   ホームページに掲載し、市民への情報提供を行いました。 

  周知 

 

                  ＜更生医療の給付等実績（延べ人数）＞ 
 

区 分 障がいの種類 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

入 

院 

国民健康

保険 

肢体不自由 - - 2 2 

腎臓機能障がい 27 11 22 25 

免疫機能障がい - - - - 

社会保険 
肢体不自由 - - - - 

腎臓機能障がい 12 8 11 12 

後期高齢

者医療 

肢体不自由 4 5 3 - 

腎臓機能障がい 165 205 244 208 

肝臓機能障がい - 4 3 - 

生活保護 
肢体不自由 - - - - 

腎臓機能障がい 51 58 51 21 

入

院

外 

国民健康

保険 

肢体不自由 - - - - 

腎臓機能障がい 465 421 445 407 

肝臓機能障がい - - - - 

免疫機能障がい 8 12 8 8 

社会保険 
腎臓機能障がい 345 342 304 348 

 免疫機能障がい 34 29 27 32 

後期高齢

者医療 

肢体不自由 - - - - 

腎臓機能障がい 1,538 1,623 1,585 1,419 

肝臓機能障がい 40 32 6 - 

生活保護 腎臓機能障がい 114 130 104 122 

計 

肢体不自由 4 5 5 2 

腎臓機能障がい 2,717 2,798 2,766 2,562 

肝臓機能障がい 40 36 9 - 

免疫機能障がい 42 41 35 40 

                  

         ＜育成医療の給付等実績（延べ人数）＞                   

障がいの種類 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

自立支援医療受給者証交付数 34 44 28 33 

 

         ＜精神通院医療の給付等実績（延べ人数）＞ 

                  ・自立支援医療受給者証交付数(伊達市分) 492人 

                   ・自立支援医療申請内訳 
 

新規交付申請件数 再認定申請件数 計 

45 447 492 

（社会福祉課） 
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◆２－地域で暮らすことができる体制づくり 
◇６保健・医療 

 

 

９．特定疾患医療  ○主に保健所や医療機関において周知されており、必要に応じて協力をしていま 

  給付などの周   す。 

知と関係機関                               （健康推進課） 

  との連携     
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◆３－自立への支援と社会参加の促進 
◇７－就労支援 
 
１ 雇用機会の拡大 
 

【施策の展開】  ① 職親会の活用 

                     職親会を中心に職場への定着性を高め雇用の促進を図ります。 

                  ② 事業所との連携強化 

                    障がい者の雇用を促進するため、地域の特性を活かしながら、事業所との連携体制の整備 

と強化を図ります。 

                  ③ 職業相談・情報提供の充実 

                    障がい者の職業生活における自立を支援するため、国の制度を見据えながら、室蘭公共職

業安定所との連携による就労相談や情報提供の充実を図ります。 
 
 
 ◆  令 和 ４ 年 度 に 講 じ た 施 策  ◆           
 

１．職親会の活用 ○西胆振心身障がい者職親会が中心となり、知的障がい者の雇用促進と職場に 

       おける定着性を高めています。 

      （令和４年度末現在） 

・正会員：63事業所 特別会員：８事業所 

・支援している知的障がい者の一般就労者数 136名 

上記就労者の雇用先事業所数      35事業所 

（社会福祉課） 

 

 

２．事業所との連 ○障がい者の雇用を促進するため、ハローワークや関係機関等からの提供資料を 

  携強化     活用し、関係事業所への周知を行っています。 

                                    （社会福祉課・商工観光課） 

 

 

 

         ○伊達市職員採用試験 

          障がい者雇用を促進するため、平成25年度実施の伊達市職員採用試験から障が

い者枠を設けています。 

          令和４年度実績 受験者：２名 合格者：０名 採用者：０名 

（職員法制課） 

 

 

 

 

３．職業相談・情 ○胆振日高障がい者就業・生活支援センター「すて～じ」、室蘭公共職業安定 

報提供の充実  所伊達分室と連携し、就労相談や求人情報の情報提供を行いました。 

    

       〇伊達市地域自立支援協議会の働く人を支える部会で企業セミナー「雇用の拡大

と地域の活性化」を開催しました。 

                  （社会福祉課） 
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◆３－自立への支援と社会参加の促進 
◇７－就労支援 

 
２ 福祉的就労の場の確保 
 

【施策の展開】     ① 一般就労に向けた訓練・相談機能の強化 

                    福祉的就労は、障がい者の働く場、また、日中活動の場として大きな役割を担ってい 

ることから、就労移行支援の場を確保し、利用者の能力に応じ一般就労に向けた訓練や 

相談機能の充実が図られるよう、就労継続支援施設、伊達市障がい者総合相談支援セン 

ターあい及び胆振日高障がい者就業・生活支援センターすて～じとの連携を強化します。 

                  ② 地域活動支援センターへの支援 

                    障がい者の地域での自立した生活を支援するため、地域活動支援センターの施設運営 

等を支援します。 
 
 
 ◆  令 和 ４ 年 度 に 講 じ た 施 策  ◆           
 

１．一般就労に向  ○一般就労に向けた障害福祉サービスである訓練等給付については、申請者の 

けた訓練・相   希望に沿った形で支給決定しています。また、相談機能の強化については、 

談機能の強化   各事業所において一般就労に向けた取組を実施していただいている状況であ 

り、新規の相談については伊達市障がい者総合相談支援センター「相談室あ 

い」や障がい者就業・生活支援センター「すて～じ」からの情報提供を受け 

て、必要な支給決定を行っています。 

                  （社会福祉課） 

２．地域活動支援  ○地域活動支援センター（特定非営利活動法人かしわ会）の施設運営について 

センターへの   支援していましたが、平成28年度で事業を終了し、解散しました。 

支援        

                                           （社会福祉課） 

 

３ 障がい者就労施設等が提供する物品及び役務に対する需要の増進 
 

【施策の展開】      ① 障がい者就労施設等が提供できる物品及び役務の把握 

                     障がい者就労施設等が提供する物品や役務を需要に結びつけるため、的確に把握する 

ことに努めます。 

                   ② 障がい者就労施設等が提供する物品及び役務の調達の推進 

                    障がい者就労施設等が提供する物品や役務の調達を推進するため、市が調達方針を作成し、 

市民が調達することの理解を深めるため、市の広報紙やホームページ等により周知啓発を図 

ります。 

 ◆  令 和 ４ 年 度 に 講 じ た 施 策  ◆           
 

１．障がい者就労 ○市内事業所に対し、提供可能な物品等の調査を実施し、市ホームページに 

  施設等が提供  掲載しました。 

  できる物品及 

  び役務の把握                             （社会福祉課） 

 

２．障がい者就労 ○伊達市障害者就労施設等からの物品等の調達方針を作成し、市ホームペー 

  施設等が提供  ジに掲載しました。 

  する物品及び  令和４年度実績：3,455,973円 

  役務の調達の 

  推進                                 （社会福祉課） 
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◆３－自立への支援と社会参加の促進 
◇８－教育・育成 
 
１ 障がい児保育・療育の充実 
 

【施策の展開】      ① 保育士の資質向上 

                    保育士などの障がい児保育・教育従事者に対して研修を実施し、資質の向上を図りま 

                   す。 

                  ② 親などへの相談・指導体制の整備 

                     障がい児保育に関する相談に的確に対応できるよう、家庭相談員の配置や子育て支援 

                   センター、各保育所での相談指導体制の整備を図ります。 

                    また、子どもの育成や教育に関しての様々な悩みのある親、保護者等に対しての相談や 

                   指導体制を整備します。 

                  ③ 親同士のネットワーク支援 

                    互いの子育ての経験や情報交換を通し、それぞれの悩みの解決や、協力して子育てを 

                   支えあうなど、障がい児の親同士の交流やネットワークづくりを支援します。 

                  ④ 療育を必要とする幼児などへの支援の充実 

                    児童デイサービスセンター（児童発達支援事業）において、心身に発達の遅れや障が 

いのある在宅の児童に対して、日常生活における基本的な動作の指導や集団生活への適 

応訓練などの早期療育を支援します。 

                    また、保育所や幼稚園などからの療育に関する相談や指導について支援します。 

                  ⑤ 関係機関との連携強化 

                    医療・指導機関等との連携を強化し、療育事業の充実を図ります。 

                  ⑥ 放課後児童クラブへの支援 

                    市内８か所に設置している学童保育の充実（障がい児に対する支援員加配検討等）を図 

ります。 

           ⑦ 障害児通所支援事業の周知と給付 

             児童発達支援、放課後等デイサービス等の周知を図り、障がい児のニーズや実態に応じた

サービスの給付に努めます。 
 
 ◆  令 和 ４ 年 度 に 講 じ た 施 策  ◆           
 

１．保育士の資質  ○障がい児保育の実践にあたり、専門的な知識と技術を養い、保育環境のあり 

  向上           方について理解を深めるため、障がい児保育に関する研修に保育士が参加して

いますが、令和３年度は参加できませんでした。 

＜研修会参加者実績＞ 

 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

参加者数(人) 3 0 0 0 

 

          

（子育て支援課） 

 

 

２．親などへの相  ○家庭児童相談員を配置し、子どもの心配ごとに関する様々な問題について、電

  談・指導体制   話や窓口で相談を受け、助言や指導を実施しました。さらに、市内３か所の子 

の整備     育て支援センターにおいて、子どもの発達などについての育児相談を実施しま

した。 
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◆３－自立への支援と社会参加の促進 
◇８－教育・育成 

 
 

＜家庭児童相談員による相談件数＞ 
 

 養護相談 保健相談 心身障がい 非行相談 健全育成 その他 計 

令和元年度 59 0 27 0 6 18 110 

令和２年度 44 0 25 0 12 17 98 

令和３年度 39 0 26 1 14 18 98 

令和４年度 50 0 17 0 24 40 131 

 

＜子育て支援センターによる育児相談件数＞ 

相談場所 えがお くろーばー おひさま 計 

令和元年度 112 3 29 144 

令和２年度 99 4 28 131 

令和３年度 67 6 15 88 

令和４年度 75 3 28 106 

 

（子育て支援課） 

                  

○「６－１－④、教育相談の充実」に記載のとおりです。 

                                                （指導室） 

３．親同士のネッ  ○児童デイサービスセンターにおいて親同士の交流の場、情報交換の場として 

トワーク支援  「就学に向けての話」等をテーマに保護者教室を実施しました。 

 

 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

実施回数(回) 2 1 1 1 

参加者数(人) 9 8 7 6 

                  （子育て支援課） 

 

４．療育を必要と  ○児童デイサービスセンターにおいて心身に発達の遅れや心配のある子どもに 

  する幼児など  療育訓練を行い、その発達を促すことを目的に実施しました。 

  への支援の充 

  実 

                

 

                   

 

 

（子育て支援課） 

 

 

 

 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

保育所や幼稚園等

への発達支援回数 
38 28 30 31 

通所児童数 
(各年度末時点) 

97 86 66 70 
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◆３－自立への支援と社会参加の促進 
◇８－教育・育成 
 
 

５．関係機関との  ○毎月１回、室蘭児童相談所の専門職員による、しつけや発達の遅れ及び心身 

  連携強化       の障がい等、子どもの心配ごとに関するより専門的な相談を実施しました。 

 

                  

 

 

（子育て支援課） 

 

 

６．放課後児童ク ○共働き家庭など昼間に保護者のいない児童の放課後に、保護者が帰宅するま 

  ラブへの支援  での安全な居場所を確保し、父母たちが安心して働けるよう、また、共同生活

や遊びを通して子どもたちの健全育成を図ることを目的に実施しました。 

                   ＜入所児童数（各年度平均）＞ 

 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

うめのこ児童クラ

ブ 
46 41 41 42 

さくら・あやめ児

童クラブ 
82 80 72 73 

第1・第2・第3やま

びこ児童クラブ 

 

82 77 97 108 

ほしのこ・かぜの

こ・きたのこ児童

クラブ 

90 93 77 66 

ながわ児童クラブ 14 14 14 16 

まれふ児童クラブ 

※1 
20 18 14 － 

うす児童クラブ 

※2 
10 3 － － 

おおたき児童クラ

ブ 
5 5 6 6 

合  計 349 331 321 311 

※１ 令和３年度をもって「まれふ児童クラブ」は閉鎖。 

※２ 令和２年度をもって「うす児童クラブ」は「ほしのこ児童クラブ」

に統合。 

                           （生涯学習課） 

 
７．障害児通所支 〇市ホームページや窓口配布パンフレットにより事業についての周知を行い 

  援事業の周知  ました。 

  と給付 

       〇障害児通所支援事業の利用実績については、「第６期伊達市障がい福祉計画

令和４年度実績」に掲載。 

           （社会福祉課） 

 
 
 

 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

受相人数 31 33 35 30 
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◆３－自立への支援と社会参加の促進 
◇８－教育・育成 

 
２ 学校教育の充実 
 

【施策の展開】     ① 福祉教育による福祉意識の啓発 

                    福祉に関する体験的な学習の積極的な推進を図り、障がい者に対する理解を深められ 

                   るよう啓発に努めます。 

                  ② 学校施設のバリアフリー化 

                    災害時の避難場所として利用することも考慮し、学校での学習や生活面で支障をきたさ 

ないよう学校施設のバリアフリー化を進めます。 

                  ③ 交流教育の充実 

                    障がいのある子どもとない子どもの交流及び共同学習を積極的に行うとともに、福祉 

                   施設等との交流を行い、障がい児理解の推進を図ります。 

                  ④ 教職員研修の充実 

                    特別支援学級担当教職員の資質と専門性を高めるとともに、通常の学級の教職員に対 

                   しても障がいについての理解を深めるための研修を充実します。 

                  ⑤ 特別支援教育学校コーディネーターの資質向上 

                    障がいのあるすべての児童生徒の教育的ニーズに応えるため、小・中学校における特別 

                   支援教育コーディネーターの資質向上に努めます。 

                  ⑥ 親などへの相談・指導体制の整備（再掲） 

                    障がい児保育に関する相談に的確に対応できるよう、家庭相談員の配置や子育て支援 

センター、各保育所での相談指導体制の整備を図ります。また、子どもの育成や教育に 

関しての様々な悩みのある親、保護者等に対しての相談や指導体制を整備します。 

                  ⑦ 指導内容・方法の改善 

                    個別の教育支援計画及び指導計画を作成し、効果的な支援に努めるとともに、評価を 

                   踏まえ見直しや改善を行うなど、一人ひとりの障がいに応じた継続的な指導の充実に努 

                   めます。 

                  ⑧ 通級指導教室の実施 

                    障がいのある児童生徒の学習を支援するため、言語指導等を行う「ことばの教室」な 

                   どの充実に努めます。 

                  ⑨ 進路指導の充実 

                    障がいのある児童生徒が適切な進路を選択できるよう、進路に関する相談、支援等を 

充実します。 

                  ⑩ 教育相談の充実（再掲） 

                    障がいのある児童生徒一人ひとりの状態に応じた相談に的確に対応できるよう、就学 

                   前の発達相談や学校における教育相談の充実を図ります。 

                  ⑪ 就学に向けた支援体制の充実 

                    就学先を選択するために十分な情報提供が受けられるよう、児童生徒の就学に向けた 

                   早期相談支援を充実します。 

                  ⑫ 特別支援教育推進委員会の充実 

                    学校関係者のほか、医療や相談機関の関係者を委員に加えた特別支援教育推進委員会 

                   における専門的な支援の充実を図ります。 
 
 
 ◆  令 和 ４ 年 度 に 講 じ た 施 策  ◆           
 

１．福祉教育によ  ○総合的な学習の時間や道徳の時間等において、障がいのある人に対する理解を 

  る福祉意識の   深める学習を行うなど、福祉についての意識を深めることができました。 

  啓発 

（指導室） 
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◆３－自立への支援と社会参加の促進 
◇８－教育・育成 
 

２．学校施設のバ  （参考：令和４年度末の整備状況） 

リアフリー化 ○スロープの設置：小学校６校 中学校３校、義務教育学校１校 

○多目的トイレの設置：小学校６校 中学校３校、義務教育学校１校 

○エレベーターの設置：小学校１校 

○自動ドアの設置：小学校１校、中学校１校 

○階段手すりの設置：小学校６校、中学校２校、義務教育学校１校 

                  （学校教育課） 

 

 

３．交流教育の充  ○特別支援学級の児童生徒と通常学級の児童生徒の交流学習を可能な範囲で行い 

  実             ました。 

                  （指導室） 

 

４．教職員研修の ○校内特別支援コーディネーターや特別支援教育支援員・介護員を対象とした研 

充実      修を行い、障がいについての理解を深めるための研修を行いました。 

         ・研修参加者(人) 

      

 

               

  

 

 

          ※令和２年度…新型コロナウイルス感染症の影響により、校内特別支援 

コーディネーターの対象者を新規者に限定し開催 

 

（指導室） 

 

５．特別支援教育  ○特別支援コーディネーター連絡会議を行うことにより、「適切な就学支援につ 

学校コーディ   いて」、「校内特別支援教育コーディネーターに求められること」をテーマに 

ネーターの資  研修を行うなど、特別支援に対する知識及び資質の向上に努めました。 

質向上                                            （指導室） 

 

６．親などへの相  「６－１－④、教育相談の充実」に記載のとおりです。 

談・指導体制                                  （指導室） 

の整備（再掲） 

          「８－１－②、親などへの相談・指導体制の整備」に記載のとおりです。   

                          （子育て支援課） 

 

 

７．指導内容・方  ○児童生徒一人ひとりの障がいに応じて個別の教育支援計画及び指導計画を作 

法の改善    成し、効果的な支援に努めるとともに、評価を踏まえ見直しや改善を行うなど、

継続的な指導を行いました。 

（指導室） 

 

 

 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

校内特別支援コ

ーディネーター 
20 ４ 14 18 

特別支援教育支

援員・介護員 
27 27 25 25 
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◆３－自立への支援と社会参加の促進 
◇８－教育・育成 

 

８．通級指導教室  ○ことばの教室を伊達小学校・東小学校に設置し、ことばに不安のある児童に対 

等の実施    する指導を行いました。 

 

 

      

        

                                      （指導室） 

 

９．進路指導の充  ○特別支援学級に在籍する生徒に対して、早い時期から将来を見越した教育相談 

実       等を行うなど、適切な進路について相互理解を図りました。 

                         （指導室） 

 

10．教育相談の充  「６－１－④、教育相談の充実」に記載のとおりです。 

実（再掲）                                  （指導室） 

 

 

11．就学に向けた  ○北海道伊達高等養護学校等と連携を図り、見学会を実施するなど就学先の理解

相談支援体制   を深めることができました。 

の充実 

                           （指導室） 

 

12．特別支援教育  ○学校関係者のほか、幼稚園や保育所、養護学校等の関係者を委員に加えた特別 

推進委員会の   支援教育推進委員会を開催し、次年度の新就学児の措置や在籍児童生徒の措置 

充実           について協議をしました。 

（指導室） 

 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

指導児童数(人) 40 46 52 54 
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◆３－自立への支援と社会参加の促進 
◇９－社会参加 
 
１ 本人活動、余暇活動の充実 
 

【施策の展開】    ① 各種講座の充実と参加の促進 

                    障がい者のニーズに応じた講座の開催や、障がいがあっても参加できる講座の企画な 

                   ど、講座の充実と障がい者の参加を促進します。 

                  ② 障がいがあっても参加できる事業の推進 

                    障がいがあっても参加できる文化活動事業・スポーツ振興事業を関係団体とともに推 

                   進します。 

                  ③ 障がい者のスポーツ交流の促進 

                    障がい者がスポーツを通して交流が図られるよう大会等への参加促進を図ります。 

           ④ 学習機会の充実 

             利用者が求める調べもの・探しものを手伝う機能の強化に努め、障がいの状態に応じ 

            た学習機会の充実を図ります。 

                  ⑤ バリアフリーの推進 

                    バリアフリーに関する意識の啓発を図り、市内の公共施設ですべての人が安全かつ快 

適に利用できるよう整備を進めていくよう働きかけます。今後も「ともに支え合い助け 

合う人にやさしいまち」、「心のバリアフリー」を目指すまちづくりを推進します。 

                    また、障がい者の投票を促進するため、投票所の段差の解消や一部投票所においては、 

マット等を敷いて土足対応し、投票しやすい環境づくりを推進します。 
 
 

 ◆  令 和 ４ 年 度 に 講 じ た 施 策  ◆           
 

１．各種講座の充  ○成人教育事業 

実と参加の促  ・だて市民カレッジ、文化・芸術鑑賞講座、男女共同参画社会づくり推進事業： 

進        障がいの有無に関わらず、各種講座学習会に参加できます。 

 

                   ＜だて市民カレッジ開講実績＞ 

 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

 開講数(講座) 6 2 2 5 

 参加人数(人) 346 51 95 320 

 

                   ＜文化・芸術鑑賞講座開講実績＞※令和３年度まで市民講座 

 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

 開講数(講座) 7 3 3 1 

 参加人数(人) 135 118 147 28 

 

                   ＜男女共同参画社会づくり推進事業実績＞ 

 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

 開講数(講座) 1  1 中止  1 

 参加人数(人) 150 20 中止 68 

                  （生涯学習課） 

 

２．障がいがあっ ○文化活動事業 

ても参加でき  大きな音や人混みの苦手な児童生徒が鑑賞できるよう会場外にモニターテレ 

る事業の推進  ビとイスの設置、母子室を開放するなどし鑑賞環境を整えました。 



41 
 

◆３－自立への支援と社会参加の促進 
◇９－社会参加 

 
 

                   ＜巡回小劇場事業実績（小学生向け）＞ 

 演目 参加人数(人) 

令和元年度 

低学年向け コンサート「フィリアアンサンブ

ル」 
702 

高学年向け「はだかの王様（劇団四季地域貢

献事業）」 
796 

令和２年度 

低学年向け 中止 中止 

高学年向け 中止 中止 

令和３年度 
低学年向け 中止 中止 

高学年向け 中止 中止 

令和４年度 

低学年向け 児童劇「星の王子さま」 704 

高学年向け コンサート「木管五重奏で楽し

む音楽とお話」 
667 

 

           ＜巡回小劇場事業実績（中学生向け）＞ 

 演目 参加人数(人) 

令和元年度 
コンサート「日本一のカスタネット奏者と仲 

間たち」 
853 

令和２年度 中止 中止 

令和３年度 中止 中止 

令和４年度 映画「アイヌモシリ」 811 

 

車いすで鑑賞できるよう会場設営等に配慮しました。            

＜市民総合文化祭＞ 

 参加団体数(団体) 来場者数(人) 

令和元年度 38 6,024 

令和２年度 中止 中止 

令和３年度 13 742 

令和４年度 16 2,593 

 

＜市民サークルまつり＞ 

 参加団体数(団体) 来場者数(人) 

令和元年度 16 629 

令和２年度 中止 中止 

令和３年度 中止 中止 

令和４年度 13 452 
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◆３－自立への支援と社会参加の促進 
◇９－社会参加 
 

○スポーツ振興事業 

障がいを持つ方が幅広く参加できるよう努めました。 

 
ヨガなどのスポーツ教室 

開催回数(回) 参加者数(人) 

令和元年度 255 3,316 

令和２年度 131 1,627 

令和３年度 165 2,054 

令和４年度 277 4,807 

 

                  （生涯学習課） 
 

３．障がい者のス ○身体・知的・精神の３障がいの各団体が交流する伊達市障がい者スポーツ交 

ポーツ交流の   流会に対して支援しました。 

促進      

 
障がい者パークゴルフ交流会 障がい者スポーツ交流会 

参加者数(人) 参加者数(人) 

令和元年度 55（うち、サポーター16） 
148 

（うち、サポーター69） 

令和２年度 中止 中止 

令和３年度 中止 中止 

令和４年度 中止 中止 

                                           （社会福祉課、生涯学習課） 

 

 

 

４．学習機会の充 〇伊達市立図書館運営基本方針（平成30年9月28日策定）に基づき、点字図書や 

  実       大活字本を整備すること等により、利用者が求める調べもの・探しものを手伝

          う機能の強化に努め、障がいのある方の状態に応じた学習機会の充実を図りま 

          した。 

（図書館） 
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◆３－自立への支援と社会参加の促進 
◇９－社会参加 

５．バリアフリー ○各投票所において、点字投票対応のほか、車椅子の備置、バリアフリー施設以 

の推進     外の施設へスロープの設置による段差解消や投票事務従事者による介助を行い、

投票しやすい環境づくりを行っています。 

        

        

 

選挙種別 

投票所数(か所) 郵便投票

の周知実

施人数 
全投

票所 

バリア 

フリー化 

土足対応 

(マット設置含む) 

令和元年度 

･北海道知

事選挙 

･伊達市議

会議員選挙 

･参議院議

員選挙 

16 14 12 16 

令和２年度 - - - - - 

令和３年度 

・衆議院議

員総選挙 

・最高裁判

所裁判官国

民審査 

16 14 16 16 

令和４年度 
参議院議員

選挙 
14 14 14 16 

                   （選挙管理委員会） 

 


